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農業労災事務センター 



第１章 総  則 

 

（目 的） 

第１条 農業労災事務センター（以下「センター」という）の会員は、この規則を順守し

て、農業労働災害を防止し、安全確保に努めるものとする。 

 

（定 義） 

第２条 この規則において指定農業機械作業とは、次の機械を使用し、土地の耕作又は開

墾又は植物の栽培もしくは採取することをいう。 

 一 動力耕うん機その他のトラクター 

 二 動力溝掘機 

 三 自走式田植機 

 四 自走式スピードスプレーヤーその他の自走式防除用機械 

 五 自走式動力刈取機、コンバインその他の自走式収穫用機械 

 六 トラックその他の自走式運搬用機械 

 七 定置式又は携帯式の動力揚水機、動力草刈機、動力カッター、動力摘取機、動力脱

穀機、動力剪定機、動力剪枝機、チェーンソー、単軌条式運搬機、コンベアー 

 八 航空法第二条第二十二項に規定する無人航空機（農薬、肥料、種子若しくは融雪剤

の散布又は調査に用いるものに限る。） 

２ この規則において指定農業機械作業従事者とは、前項の機械を用いて土地の耕作若し

くは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業を行う者をいう。 

 

（指定農業機械作業に従事できない場合） 

第３条 会員は、心身に重大な欠陥があるため、安全性を守り得ない場合には、指定農業

機械作業に従事しないものとする。 

 

（安全管理の指導） 

第４条 会員は、行政庁、都道府県農作業安全推進本部、農業協同組合等が行う指定農業

機械作業の安全確保に関する指導を受けるものとする。 

 

（指定農業機械作業に従事する場合の資格） 

第５条 指定農業機械作業従事者は、当該作業に従事する場合において、労働安全衛生法

施行令（昭和４７年政令第３１８号。以下「安衛令」という）第２０号各号に規定する

業務を行うときは、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号。以下「安衛法」という）

第６１条第１項に規定する資格を取得しなければならないものとする。 

 



（指定農業機械作業に従事する場合の特別教育） 

第６条 指定農業機械作業従事者は、当該作業に従事する場合において、労働安全衛生規

則（昭和４７年労働省令第３２号。以下「安衛則」という）第３６条各号に規定する業

務を行うときは、安衛法第５９条第３項に規定する特別の教育を受けるものとする。 

 

（定期健康診断） 

第７条 指定農業機械作業従事者は、１年以内ごとに１回、定期に、次の項目について医

師による健康診断を受けるものとする。 

 一 既往症及び業務歴の調査 

 二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

 三 身長、体重、視力及び聴力の検査 

 四 胸部エックス線検査及び喀痰検査 

 五 血圧の測定 

 六 貧血検査 

 七 肝機能検査 

 八 血中脂質検査 

 九 血糖検査 

 十 尿検査 

 十一 心電図検査 

２ 前項各号に掲げる健康診断の項目のうち、２５歳以上の者に係る身長の検査、胸部エ

ックス線検査によって病変の発見されない者又は結核発病のおそれがないと診断された

者に係る喀痰検査及び３５歳未満又は３６歳以上４０歳未満の者に係る貧血検査、肝機

能検査、血中脂質検査並びに心電図検査については、医師が必要でないと認めるときは、

省略することができるものとする。 

 

（夜間における照明） 

第８条 指定農業機械作業従事者は、夜間に当該作業を行う場合には、当該作業を安全に

行うために必要な照明を用いるものとする。 

 

（障害物に対する注意） 

第９条 指定農業機械作業従事者は、当該作業を行う場合には、路面、ほ場及び畦畔の乾

湿、傾斜、凸凹等の状態及びかん排水溝その他の障害物の状態に注意するものとする。 

 

第２章 動力機械の使用に関する事項 

 

（動力機械の規格等） 



第１０条 指定農業機械作業従事者は、動力機械を使用する場合には、安衛法第４２条の

厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものを使用するものとする。 

 

（動力機械の安全装置等） 

第１１条 指定農業機械作業従事者は、動力機械の原動機、回転軸、歯車、ブーリー、ベ

ルト等の危険箇所には、安全装置、覆い、囲い等危険を防止するための装置（以下「安

全装置等」という）を設けるものとする。 

 

（安全装置等の管理） 

第１２条 指定農業機械作業従事者は、動力機械の安全装置等について次の事項を遵守す

るものとする。 

 一 安全装置等が有効な状態で使用されるよう、それらの点検及び整備を行うこと 

 二 安全装置等を取り外し又はその機能を失わせないこと。ただし、整備その他の特別

の理由により臨時に安全装置等を取り外す必要がある場合は、この限りでないこと。

この場合において、その必要がなくなった後、直ちにこれを現状に復すること。 

 三 安全装置等が機能を失ったことを発見した場合は、速やかにその補修を行うこと。 

 

（動力機械の動力遮断装置） 

第１３条 指定農業機械作業従事者は、動力機械には動力遮断装置を設けるものとする。 

 

（作業時の服装等） 

第１４条 指定農業機械作業従事者は、動力機械に頭髪又は被服が巻き込まれることのな

いよう、適当な作業帽、作業服等災害防止に必要な保護具を着用するものとする。 

 

（道路交通法及び道路運送法車両法の遵守） 

第１５条 指定農業機械作業従事者は、その使用する動力機械が道路交通法（昭和３５年

法律第１０５号）に定める自動車に該当し、同法に定める道路上を運行する場合には、

同法を遵守して道路における危険を防止し、その他の交通の安全と円滑を図るものとす

る。 

２ 指定農業機械作業従事者は、その使用する動力機械が道路運送車両法（昭和２６年法

律第１８５号）に定める自動車に該当する場合には、同法に定める自動車に係る道路運

送車両法保安基準に適合したものを使用するとともに、車両の登録整備等について同法

を遵守するものとする。 

 

（動力機械の能力を超える使用の禁止） 

第１６条 指定農業機械作業従事者は、動力機械の能力を超えて当該動力機械を使用して



はならない。 

 

（主たる用途以外の使用の禁止） 

第１７条 指定農業機械作業従事者は、動力機械をその主たる用途以外の用途に使用して

はならない。 

 

（作業開始前の点検整備） 

第１８条 指定農業機械作業従事者は、動力機械の原動機、操縦装置、制動装置、車両又

は無限軌道、警音器、方向指示器、燈火装置、後写鏡、昇降装置、加圧装置の安全弁及

び作業機の連結又は装着部並びに燃料オイル及び冷却水の有無について、その日の作業

を開始する前に点検整備するものとする。 

 

（ラジエーター、バッテリー等の点検整備における注意） 

第１９条 指定農業機械作業従事者は、動力機械を用いて当該作業を行う場合にはラジエ

ーターの点検、冷却水の補充、バッテリーの点検、バッテリー液の補充その他沸騰又は

爆発を防止する措置を講じた後に指定農業機械作業を行うものとする。 

 

（動力機械の運転停止） 

第２０条 指定農業機械作業従事者は、動力機械の掃除、給油、検査、修理、調整、部品

の取り替え、内容物の取り出し等の作業を行うときは、動力機械の運転を停止するもの

とする。 

 

（石等の飛散による災害の防止） 

第２１条 指定農業機械作業従事者は、動力機械を用いて当該作業を行う場合には石、木

片等の飛散による災害の防止に努めるものとする。 

 

（動力機械の転倒等の防止） 

第２２条 指定農業機械作業従事者は、動力機械を用いて当該作業を行う場合には、動力

機械の転倒、転落又は接触による危険を防止するため、必要な幅員の確保、地盤の不同

沈下防止、路肩の崩壊防止、運転者以外の者の動力機械の可動範囲内への立入禁止等必

要な措置を講ずるものとする。 

 

（運転位置から離れる場合の措置） 

第２３条 指定農業機械作業従事者は、動力機械の運転位置から離れるときは、次の措置

を講ずるものとする。 

 一 荷役装置及び作業装置を最低降下位置に置くこと。 



 二 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等によ

り動力機械の逸走を防止する措置を講ずること 

 

（荷の積載） 

第２４条 指定農業機械作業従事者は、動力装置に荷を積載するときは、次に定めるとこ

ろによるものとする。 

 一 偏荷重が生じないように積載すること 

 二 荷崩れ又は荷の落下による危険を防止するため、荷のロープ又はシートを掛ける等

必要な措置を講ずること 

 

（動力装置の移送） 

第２５条 指定農業機械作業従事者は、動力機械を移送するため自走又は牽引により貨物

自動車に積卸しを行うときは、次に定めるところによるものとする。 

 一 積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと 

 二 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当な勾配

で確実に取り付けること 

 三 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当な勾配を確保する

こと。 

 

（保護具の使用） 

第２６条 指定農業機械作業従事者は、動力機械を用いて農薬散布作業を行う場合には、

保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具、保護手袋等適切な保護具を使用するものとする。 

 

（風下での作業の禁止） 

第２７条 指定農業機械作業従事者は、動力機械を用いて農薬散布作業を行う場合には、

散布した農薬を吸入し、又は直接皮膚に接触することを防止するため、風上に位置して

当該作業を行うものとする。 

 

（洗眼等） 

第２８条 指定農業機械作業従事者は、動力機械を用いて農薬散布作業を行う場合には、

身体に付着した農薬を除去するための洗眼、洗身、うがい等を行うとともに、衣服に付

着した農薬の洗浄を行うものとする。 

 

（農薬の貯蔵） 

第２９条 指定農業機械作業従事者は、動力機械に充填する農薬を取り扱うときは、当該

農薬がこぼれ、漏えいし、しみ出し、又は発散するおそれのないように貯蔵するものと



する。 

 

（無人航空機を使用する者の守るべき事項） 

第３０条 指定農業機械作業従事者のうち、第２条第１項第８号に定める無人航空機を使

用する者は、「空中散布等における無人航空機利用技術指導指針（平成 27 年 12 月 2 日付

け 27 消安第 4545 号消費・安全局長通知）」を遵守しなければならない。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この規則は、センターが農業労災事務センターとして福岡労働局長の承認を受けた日か

ら施行する。 

 この規則は、平成２８年６月３０日に改正する。 


